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要介護認定高齢者が障害者控除・特別障害者控除（本
人、配偶者、扶養親族）の適用を受けるための「障害
者控除対象者認定書」を発行します。

認定基準日（平成 27年 12月 31日、平成 27年中
亡くなられた人については死亡日）に年齢が 65歳以上
で、要介護１～５の要介護認定を受けており、登米市
内に住所をおいている人
▶要介護１～３＝障害者控除
▶要介護４、５＝特別障害者控除

無料
※障害者手帳などをお持ちの人は、この認定書がなく
ても手帳の提示で控除の適用が受けられますが、要介
護４、５で特別障害者控除の対象になる人は手帳の等
級によっては認定書が必要な場合があります。

　寝たきり状態で、おむつの使用が必要な人のおむつ

代は医療費控除の対象となります。控除の適用を受け
るための「おむつ使用証明書」を発行します。

おむつ代の医療費控除適用が２年目以降で、
要介護認定時の主治医意見書によって寝たきり状態で
おむつの使用が必要なことが確認できる人。

1通　300 円
※おむつ代を医療費控除するのが初めて（１年目）の
人は、医師が発行する証明書が必要です。証明書の様
式は各総合支所の市民課窓口にあります。

平成 28 年 1 月 25 日（月）～ 3月 15 日（火）
午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（土・日曜、祝日を除く）

▶各総合支所市民課（市民係）
▶福祉事務所長寿介護課（認定審査係）

対象者の介護保険被保険者証
本人またはその親族

　

平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所

が
あ
り
、
次
に
該
当
す
る
人
が
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象
と
な
り

ま
す
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平
成
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中
に
所
得
が
あ
り

勤
務
先
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収
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付
さ
れ
て
い
な
い
人

勤
務
先
で
給
与
の
年
末
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っ
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得
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の
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ず
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す
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申
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す
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収
入
が
ま
っ
た
く
無

か
っ
た（
他
市
町
村
に
い
る
家
族
の
扶
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に

な
っ
て
い
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な
ど
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収
入
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障
害
者
年
金
、

遺
族
年
金
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失
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給
付
な
ど
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非
課
税
所
得

の
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※
申
告
書
附
表
は
「
所
得
の
申
告
相
談
に
つ

い
て（
ご
案
内
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に
添
付
し
て
い
ま
す
。
必

要
な
項
目
を
記
入
し
、
各
申
告
会
場
、
ま
た

は
各
総
合
支
所
市
民
課
に
平
成
28
年
３
月
15

日（
火
）ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
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税
務
署

に
申
告
す
る
人（
青
色
申
告
者
、
会
計
事
務

所
に
依
頼
す
る
人
を
含
む
）や
、
国
税
電
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申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム（
ｅ
―
Ｔ
ａ
ｘ
）で
申

告
す
る
人
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市
役
所
で
の
申
告
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
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※
地
域
に
よ
っ
て
申
告
相
談
の
日
が
異
な
り

ま
す
。
申
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日
程
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相
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に
必
要
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も
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つ
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て
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つ
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内
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申
告
期
間
中
、各
申
告
会
場
で
日
曜
日（
１

日
の
み
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申
告
相
談
を
実
施
し
ま
す
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受

付
時
間
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、
各
会
場
と
も
、
午
前
が
８
時
45

分
か
ら
11
時
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午
後
は
１
時
15
分
か
ら
３
時

30
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で
と
な
り
ま
す
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日
曜
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の
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告
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ま
す
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所
得
の
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告
相
談
に
つ
い
て（
ご
案
内
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で
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認
し
て
く
だ
さ
い
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平
成
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分
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告
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り
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（
営
業
所
得
・
農
業
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不
動
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得
）が

あ
る
全
て
の
人
を
対
象
に
、
帳
簿
な
ど
の
記

帳
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保
存
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
収
支
内

訳
書
な
ど
を
作
成
し
、
申
告
の
際
に
ご
持
参

く
だ
さ
い
。
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当
す
る
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は
、
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農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
の
賃
貸

借
契
約
を
結
ぶ
場
合
の
参
考
と
し
て
、

過
去
１
年
間（
平
成
26
年
11
月
か
ら
平

成
27
年
10
月
ま
で
）の
農
地
の
賃
貸
借

契
約
状
況
を
提
供
し
ま
す
。

　

農
地
の
賃
借
を
す
る
場
合
は
、
こ
の

情
報
を
参
考
に
貸
し
手
、
借
り
手
の
双

方
で
賃
借
料
の
協
議
を
お
願
い
し
ま
す
。
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福祉事務所長寿介護課（認定審査係）
☎ 0220 （58） 5551

務
署
で
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

平
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の
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告
か
ら
青
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告
を
す
る
人

上
場
株
式
の
配
当
お
よ
び
譲
渡
所
得
が
あ

る
人

亡
く
な
っ
て
い
る
人
の
申
告
を
す

る
人

過
年
分（
平
成
26
年
分
以
前
）の
申

告
を
す
る
人

土
地
以
外
に
不
動
産
を
売

却
し
た
人

繰
越
損
失
の
申
告
を
す
る
人

相
続
税
法
対
象
年
金
の
申
告
を
す
る
人

　

ご
不
明
な
点
は
事
前
に
総
務
部
税
務
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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